
・府では、令和7年3月に大阪府救急医療対策審議会の承認を経て、「人生会議（ACP）に基づく

心肺蘇生等を望まない心肺停止傷病者に対する救急隊の活動要領」（以下「活動要領」）を策定。

・令和7年3月28日付けで消防本部（局）、各地域ﾒﾃﾞｨｶﾙｺﾝﾄﾛｰﾙ協議会（以下、地域MC協議会）

及び、大阪府医師会に対して活動要領を通知。

・通知をもとに各地域MC協議会で議論され、令和8年6月には全ての地域で活動要領が

適用開始される予定。

地域MC協議会 運用開始 備 考

豊 能 R６.10.１
府が活動要領を策定する以前からルールを定め、
先行的に実施

三 島 R８.２.１ 調整が整った消防本部から運用を開始

北河内 R６.７.１
枚方寝屋川消防組合の管轄地域でR６.7～先行実施、
R８.４～全地域で運用開始

中河内 R８.４.１

南河内 R８.６.１ R８.５のMC協議会で協議予定

堺 市 R７.７.１

泉 州 R７.８.１
R７.８～岸和田市消防本部の管轄地域で運用開始、
順次調整し現時点では全地域で運用開始済み

大阪市 R８.４.１

【情報提供】人生会議（ACP)に基づく心肺蘇生等を望まない
心肺停止傷病者に対する救急隊の活動要領の策定状況

参考資料 １-４
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